
様式１号 

利用許可申請書 

令和３年 ４月 １日 

 

岡山県農林水産総合センター長 殿 

 

申請者  

住所 法人にあっては、主 

たる事務所の所在地 
岡山県勝田郡勝央町植月中１８１０－３ 

フ リ ガ ナ   オカヤマリンギョウ       オカヤマ タロウ 

氏名 法人にあっては、名称 

及び代表者の氏名 
(株)岡山林業 代表取締役 岡山太郎 

電 話 番 号    （０８６８）２０―１９３３ 

 

岡山県農林水産総合センターの施設等の許可を受けたいので、岡山県農林水産総合センター条例 

（平成22年岡山県条例第20号）第５条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利 用 施 設 等 

及び利用期間 

利 用 施 設 等 利 用 期 間 ※ 使 用 料 

研修室 小 
令和 ３年 ５月 １日   ９時 ００分から 

令和 ３年 ５月 １日  １２時 ００分まで 
(2,040円+190円) 

×3h=6,690円 （冷暖房利用時間） ３ 時 間 

プロジェクター 
令和 ３年 ５月 １日   ９時 ００分から 

令和 ３年 ５月 １日  １２時 ００分まで 

 

80円×3h=240円 

（冷暖房利用時間）  時 間 

研修室 大 
令和 ３年 ５月 １日  １３時 ００分から 

令和 ３年 ５月 １日  １６時 ００分まで 
3,480円×3h= 

10,440円 （冷暖房利用時間）  時 間 

伐倒練習機 
令和 ３年 ５月 １日  １３時 ００分から 

令和 ３年 ５月 １日  １６時 ００分まで 
1,350円×3h= 

4,050円 （冷暖房利用時間）                 時 間 

利 用 目 的 社員研修のため                                                  

利 用 人 数 ５名 

利 用 責 任 者 所 属 （株）岡山林業 氏 名 岡山太郎 

備 考 
 

（注） １ ※印欄には、記載しないこと。 

２ 「（冷暖房利用時間）」欄は、研修室（小）、森の館研修室又は木材加工研修室において 

冷暖房設備を利用する場合に、その利用する時間を記入すること。 

21,380 円 

記入例 


